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◇

親会社の勤務期間を含めて退職手当の計算をす6場合

Q ●
● 当社の退職給与規定では、親会社から

の転籍者については、親会社の勤続期間と当

社の勤続期間を通算して計算した退職手当等

の額から親会社で支払われた退職手当等の額

を控除して退職手当を支払うことにしていま

す。この場合、退職所得控除額はどのように

計算するのでしょうか。

ヱヘ：貴社と親会社との勤続期間を合計して

計算した勤続年数に対応する退職所得控除額

から、親会社の勤続年数に対応する退職所得

控除額に相当する額を控除した残額が、今回

の退職所得控除額となります。

【解説】

退職手当等の支払金額の計算上、他の者の

もとにおいて勤務していた期間を勤続期間に

含めて計算することが退職給与規定等におい

て明らかに定められている場合に限って、そ

の他の者のもとでの勤続期間を貴社における

勤続期間に加算したところで勤続年数を計算

することが認められます。

ご質問の場合は、貴社と親会社との勤続期

間を通算したところで勤続年数を計算するこ

とになりますが、前に親会社から退職手当等

の支給を受けられていますので、今回の勤続

年数に対応する退職所得控除額から親会社の

退職手当の計算の基礎となった勤続期間に対

応する退職所得控除額に相当する額を控除し

た残額が、今回の退職手当の退職所得控除額

となります。
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